
令和５年（２０２３年）１２月
こども局 こどもの権利サポートセンター開設準備室

こどもの権利サポートセンターの開設について

厚生委員会
報告事項説明資料 １２
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1/４(木)
開設

ひとりで悩まず相談を!!

学校や友達、家族のことなど

平日10-18時（祝日・年末年始除く）

24時間受付・翌営業日までに返信

こどもの権利
サポートセンター

こどもホットライン

kodomohotline@city.kumamoto.lg.jp
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1 人 1 人

2 人 3 人

1 人

3 人

調整中

調整中計 計

正職員（心理職等の専門職）

弁

護

士

・予算、服務、統計、契約、広報

・全体管理

・こども相談の総合受付

・コーディネート、直接支援

・関係機関連携、進捗確認

主査（ｹｰｽﾜｰｶｰ経験者）

正職（事務) 正職（教職経験)

会任（教職経験）

主査（事務)

福

祉

専

門

家

連携・助言等

こどもの権利サポートセンター（課相当）

室長（課長級）

全体調整 こどもホットライン

Ⅰ 体制

●こども局直下に課相当の組織として2班体制を想定。

心理職等の専門職の配置について調整中。外部の弁護士や福祉の専門家等から構成される体制を構築

し、対応を行う。

週1回開催する
「支援方針会議」
で相談全件に対し
て助言等をもらう
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Ⅱ サポートセンターの主な機能 【再掲：9月厚生委員会報告資料】

●こどもの権利侵害に関するあらゆる相談通報を受ける。
●支援策のコーディネートや直接支援によって権利救済を図る。
●適宜進捗確認をすることで権利救済を徹底する。

こども
関連部署
・こども局内
・児童相談所
・保健こども課 等

教
育
委
員
会
・
学
校

・いじめや体罰等への対応
・福祉事案への連携対応

・対応状況の共有
・重大事案の共有

・連携対応
・施策提言

【こども局】

こどもの権利サポートセンター
【機能１】 権利侵害把握

【機能２】 専門職トータルコーディネート

【機能４】 進捗確認

【機能５】 広報・啓発

【機能３】 直接支援

市長事務部局
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